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e施工業者は、建築物・工作物等の解体 。改修工事を行う際 |こ 1議、工

事の規模、講資金額にかかわらず、事前に法令に基づく石繍 (アス
ベス ト)の使用の有策の購奮 (事前爾奮)を行う鑢務があり驚す。

磯建築物の事前調査は、建築物石綿念有饉材調査機康たI念圏本アスベ

スト調奮診断協機の登録覆が行う必雪があり譲す。
※20■ 3年 10月から種工する工事に適用。ただし、それ以繭でも量纏警 :こ よ
る調査竜行うことが鱗鑽しいです。
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袂巫腑颯蜆鼈靱俯鶉瞼辣袂了
艤 事前調査 1ま原則金ての工事が対象です。一定蝿畿鍼上の工事:譲、鶴らかし総、施工麟量 (元

請事業警)が労働轟攀:l薦:i醤11議;と醸

'総

体 (自治体への報告は大饉薄染防止法(こ轟づくもの)|こ鳶彗して
`、

馨:

前調査結果の報警覆行う必要があります。 (鸞象工事は轟爾参照、)

●石綿事前調査織黒報告システムを使鸞ずれ|ボ 1国の操作で労働懸準璧量機と自治体の両方:通

華震告することができます。
労働基準監督署
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石綿事前調査結果報告システム
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自治体

R311蜀属撫柳手‖鴛・都道府県労働局・労働基準監督署

石綿事前調査結果報告システム
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